仕様書
「小学校等グラウンド夜間照明設備修繕」
（梅津北小学校）

１　業務名
　　小学校等グラウンド夜間照明設備修繕

２　業務の目的
利用者の利便性の回復のため、夜間照明設備の修繕を実施するもの

３　履行期間
契約締結日から令和８年７月１７日（金）まで

４　履行場所・内容
（１）梅津北小学校（京都市右京区梅津開キ町１６）
　　　・調査及び修繕
　　　　報告者からの聞き取り情報
　　　　・北東の照明が点灯するときとしない時がある
・北側にある操作盤が水に浸かっていることが原因か

５　支払条件
　　業務完了後、履行場所（業務範囲）において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。

６　その他
　・契約業者において、直接、学校と日程調整を行い、実施日時を決定すること。
また、地域の方がグラウンドを利用する可能性があることから、実施日時については、必ず、事前に市民スポーツ振興室まで報告すること。

担当者
文化市民局市民スポーツ振興室　平山・椿
　電話　０７５－２２２－３１３７
　メールアドレス：taishin@city.kyoto.lg.jp
